
マネー・ローンダリング対策: 基礎編
第１回：職業会計士のためのマネー・ローンダリング対策入門

マネー・ローンダリングとは

マネー・ローンダリングとは、不正に得た資金（汚れた資金）を合法に

見える資金に形態を変え、あたかも正当な資金源から得た資金であるよ

うに見せかけ、使える状態にする行為を言います。マネー・ローンダリ

ングは犯罪収益を合法化し、麻薬組織や人身売買、その他の犯罪者がこ

れらの犯罪行為を拡大し利益を得ることを可能にします。世界全体のマ

ネー・ローンダリングの規模は推定で年間１兆USドルを超えると推定さ

れています*。

*国連薬物犯罪事務所（UNODC）

本書の目的

このシリーズは、マネー・ローン

ダリングの仕組みやマネー・ロー

ンダリングに伴うリスク、リスク

軽減対策について理解を深め、公

共の利益に積極的に貢献していた

だけるよう職業会計士の皆さんの

学びをサポートすることを目的と

しています。手軽さや利便性を意

図して作成していますので、全て

の問題や各国・地域別の要求事項

を網羅することはできませんが、

職業会計士として押さえておきた

い重要なポイントを取り上げてい

ます。

マネー・ローンダリングに伴うリスク

マネー・ローンダリングに関して、職業会計士には主に３つ

のリスクがあります。

• 会計士が資金洗浄に利用されるおそれがあります（犯罪収益

を銀行口座に保有する、犯罪収益の真の受益者を偽装する取

り決めに加担させられる等）。

• 会計士が第三者によるマネー・ローンダリング行為遂行の手

助けに利用されるおそれがあります（マネー・ローンダリン

グ用の法人組織を設立する、資金洗浄者を別の専門アドバイ

ザーに紹介する等）。

• 依頼人（又はその関係者）がマネー・ローンダリングに関与

し、会計士が危険信号に気づくことができず報告しなかった

結果、会計士が法規制上の損害やペナルティを受けたり、そ

の信用に傷が付いたりするおそれがあります。

会計士が注意すべき理由

マネー・ローンダリングとの闘いは、単なるコンプライアンス上の問

題だけではありません。マネー・ローンダリング等の経済犯罪は、他

のどの安全上の脅威と比較しても、より多くの国民に対し、より頻繁

に影響を与えます。マネー・ローンダリングは、高額不動産に対する

違法な投資、貧しい地域で起きる薬物絡みの暴力、あるいは人身売買

や現代奴隷制によるトラウマ等、広く社会をむしばみます。これらの

犯罪はコミュニティの中でも最も立場の弱い人々を搾取し、違法薬物

や暴力を街中にはびこらせ、社会構造を傷つけます。

私たちは公共の利益に資する専門職として、社会の安全を保つために

自らに課された役割を果たさなければなりません。金融システムの門

番である職業会計士は、これらの不正な資金が経済に流入することを

防ぐ上での最初の防御線となります。
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マネー・ローンダリングの仕組み

職業会計士のためのマネー・ローンダリング対策の重要概念

著作権©2020年９月 International Federation of Accountants (IFAC)及びINSTITUTE OF CHARTERED ACCOUTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)。無断転載を禁じます。個人及び非商業的使用の目的で使用される場合を

除き、この文書の複製、保存若しくは送信、又は他の類似する使用についてはIFAC及びICAEWの書面による許可が必要です。permissions@ifac.org（IFAC）にご連絡ください。

マネー・ローンダリングは、不正行為によって得た収益を元の犯罪から切り離す

ことによって成立します。そのために用いられる手段が、合法的な金融システム

に紛れ込ませるための預入、分別、統合の３段階です。

預入（プレイスメント）

資金洗浄者は、まず違法な収益を金融システムに組み込みます。例え

ば、多額の現金を目立ちにくい小口に分けた上で、銀行口座に直接預け

入れたり、一連の通貨代替物（小切手、郵便為替等）を購入した後に回

収して別の場所の口座に預け入れたりする等の方法が取られます。

考えられる方法の例：

• 通貨・金種の変更
• 現金の移送
• 現金の預入

分別（レイヤリング）

資金洗浄者は、資金をその出所から遠ざけるため、一連の資金交換や資

金移動を実行します。金融商品の売買を通じて資金を流したり、又は単

純に電信送金によって世界中の複数の銀行の口座を転々と移動させたり

する場合もあります。資金洗浄用の口座を広く分散させて利用する手口

は、特にマネー・ローンダリング調査に協力しない法域でよく用いら

れています。資金洗浄者は、物品やサービスの購入の支払いを装い、

外からは合法的に見える方法で送金を行うケースもあります。

考えられる方法の例：

• 電信送金

• 現金の引出し

• 口座の分割・統合

統合（インテグレーション）

不正資金が合法的な経済活動に再び投入されます。資金が不動産や高級

品、企業への投資に用いられる場合もあります。

考えられる方法の例：

• 架空ローン、架空売上、架空契約

• 資産所有者の偽装

• 第三者取引の利用

顧客デューデリジェンス（顧客管理又は依頼人管理）

顧客デューデリジェンス（Client Due Diligence：CDD）は、依頼人の身元と事業内容を把握

し、依頼人のマネー・ローンダリング関与リスク評価や、会計士が当該マネー・ローンダリン

グのアシストに利用されるリスク評価に当該情報を活用することを目的とします。

重要な公的地位を有する者（PEP）

重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Person:PEP）とは、政治家や国有組織の

責任者等、重要な公的地位にある者を指します。重要な公的地位を有する者及びその親族に

ついては、贈収賄・汚職行為のリスクに鑑み、追加的なデューデリジェンスが必要となる場

合があります。

継続的モニタリング

新規の依頼人に対して顧客デューデリジェンスを実施するだけでなく、既存の依頼人につい

ても過去の確認情報を更新することが大切です。特に依頼人の所有権や事業活動に変更があ

る場合は注意を要します。継続的モニタリングは、多くの法域において規制上義務付けられ

ています。

疑わしい取引の届出

一部の国では、職業会計士に対してマネー・ローンダリングが疑われる取引を資金情報機関

（Financial Intelligence Unit: FIU）に届け出ることを法的に義務付けています。疑わしい

取引の届出（Suspicious Activity Report：SAR）等と呼ばれます。

「職業会計士のための国際倫理規程」におけるマネー・ローンダリングに関する

規定

専門職としての行動原則として、職業会計士には関連法規制の遵守が求められます。国

際会計士倫理基準審議会（The International Ethics Standards Board for Accountants：

IESBA）倫理規程における違法行為への対応に関する規定（The Non-Compliance with Laws 

and Regulations: NOCLAR）では、マネー・ローンダリングに関わるものを含め、法規制に

対する違反行為又はその疑いに気づいた場合に声を上げることを職業会計士の倫理的

義務として定めています。詳しくは、「IESBA違法行為への対応ファクトシート」のほ

か、理解と認知度の向上を目的に国際会計士連盟（IFAC）と国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）が共同作成した教育資料「IESBA倫理規程の探求（原題：Exploring the IESBA 

Code）」シリーズ8、9を参照してください。

その他の資料
マネー・ローンダリング対策に関する一般的ガイダンスについては、金融活動作業部会（Financial
Action Task Force: FATF）が作成した「Guidance for a Risk-Based Approach for the Accountancy
Profession」を参照してください。倫理関連事項については、「職業会計士のための国際倫理規程（原
題：International Code of Ethics for Professional Accountants）」を参照してください。適用規制
要件等、各国・地域別の情報については、ご自身の所属する職業会計士団体にお問い合わせください。
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